
歯科ユニット給水系の微生物汚染対策

ののいち歯科クリニックでは、治療を行う水に配慮しています。

『お水のきれいな歯医者さん』

細菌感染による歯周治療や虫歯治療を行う際に水道水からの給水ではなく、 

中性電解水を通水し細菌の数を限りなく０に近づけた給水によって、 

治療の成果をより良いものにし、衛生的な状態を保ち 

安心して治療を受けていただけるようにしています。

関連記事:　『歯科治療・水に細菌』　

http://mizukirei-dc.com
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20150827-OYTEW52624/


　ユニット内に中性電解水を通水し残留塩素濃度を自動的に補正 

　微生物の繁殖を抑制し、衛生的な給水環境を維持 

　歯科ユニットをいためず、飲用適 
　※残留塩素自体の毒性に関するWHOガイドライン：5 mg/L以下 
　文献：国立保健医療科学院, WHO飲料水水質ガイドライン第4版（日本語版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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歯科ユニット給水系の微生物汚染対策

　当医院は、電解中性機能システム『ポセイドン』の

導入により、上記検査機関における水質検査の結果、

『治療水』の衛生状態において、『CDC、ADA基準値

以下』という水質最高レベルの評価を得ております。




